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平成３０年３月２７日に行いました換地処分の公告を踏まえ、進めておりました登記の

書換えについて、８月３１日、東京都公報において「登記完了の公告」を行いましたこと

をお知らせいたします。 

(東京都公報はホームページでご覧いただけます。http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/） 

 このことにより、換地処分の公告の翌日から停止されていました一般の登記事務につい

て再開されましたことも併せてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

平成３０年 

３月２７日 

 

 

 
平成３０年 

８月３１日 
 

 

 
平成３０年 

９月中の予定 

 

 

 平成３０年 

１１月以降の 

予定 

登記の書換えが完了しました 

 

今後のスケジュール 

換地処分の公告 

・換地処分公告の翌日に、従前の土地の 

権利が換地に移行し、清算金額が確定 

しました。 

土地・建物の登記簿等の 

書換え 

・施行者が登記所に申請し、土地・建物の 

登記を換地計画の内容に書き換えました。 

（所在、地番、地目、地積及び家屋番号） 

清算金の徴収・交付 ・清算金の徴収・交付の事務を開始します。

。 

清算金の額の通知 
・権利者の皆様に清算金の額を通知し、徴 

収・交付に必要な書類を送付します。 
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◆ 清算金の額の通知と同時に、清算金の徴収・交付に必要な書類を平成３０年９月中

に発送する予定です。書類が届きましたら、必要な手続に応じて書類を提出してい

ただくようお願いいたします。 

清算金の徴収（分割第１回目）及び交付は、平成３０年１１月以降を予定していま

す。 

◆ 清算金が交付となる土地に抵当権等の担保権が設定されている場合は、平成３０年

６月頃、東京都から担保権者に対し、清算金の交付について照会しました。 

◆ 換地処分の公告の日における土地所有者及び借地権者等以外の方が清算金を納付す

る場合、または清算金を受け取る場合は手続が必要になります。手続に必要な書類

は、管理課調査清算担当で用意していますので、ご連絡ください。 

◆ 清算金額の通知や必要書類等を確実にお届けするため、転居等で住所が変更になっ

た場合は、管理課調査清算担当までご連絡ください。 

◆ 詳しくは、「換地処分通知」と一緒にお送りした冊子「換地処分通知のご案内」をご

覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   篠崎駅東部地区のお知らせは今回で最終号となります。権利者の皆様には、長年にわたり 

  ご理解、ご協力をいただきありがとうございました。 

 

 
 

清算金の徴収・交付事務に関すること    管理課調査清算担当         ０３-３５３４-３４０５ 

換地処分に関すること 事業課計画担当          ０３-３５３４-３４１９ 

工事に関すること      工事課工務担当           ０３-３５３４-３４４２ 

清算金の徴収・交付事務にご協力ください 

 

お 問 合 せ 先 

 

平成２９年１２月撮影 


